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政策変更に伴う課題について（改訂版）

平成１６年１０月７日

新計画策定会議（第９回）

資料第１１号主要な変更点
・１ｐに※を追加
・１０ｐのシナリオ①の表現を変更
・１０ｐのシナリオ④に（ｈ）を追加
・１０ｐのシナリオ②から１項目削除
・１０ｐ考慮すべき事項を追加
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政策変更に伴う課題

○○六ヶ所サイクル事業への影響六ヶ所サイクル事業への影響

一連の六ヶ所施設は、核燃料サイクル事業の一環として進められている。
よって再処理事業が中止となった場合、地元の信頼を損ない、受け入れの
中止並びに搬入済廃棄物の施設からの搬出を求められる可能性があるの
ではないか。

１．原子力発電所が運転停止になる可能性

２．海外からの返還廃棄物の受入れが滞って行き場を失う可能性

３．発電所廃棄物の搬出先を失う可能性

４．プロジェクト中止に伴い発生する回収不能費用

※政策変更した場合の地元の反応については不確定要素はあるが、これまでの経緯に鑑みれば相当な反発が
予想されるが、この影響をコストとして算定することは困難である。

○○その他その他

５．直接処分に関する研究開発の必要性



3

2

１：原子力発電所が運転停止になる可能性

○再処理中止に伴い、発電所からの六ヶ所施設への使用済燃料搬入中
止並びに六ヶ所からの搬入済使用済燃料返送を求められるのではな
いか。

○再処理中止に伴い、必要となる中間貯蔵施設の増加及び貯蔵後の行
き先が不透明な中間貯蔵施設（計画中のものも含め）の立地が厳しく
なるのではないか。

いくつかの発電所において使用済燃料プールの管理容量を超過し、順次、
発電所の運転を停止せざるを得なくなるのではないか。

定量的な影響としては、原子力発電所運転停止による発電量の不足を、例
えば火力で代替して焚き増す場合の追加費用が考えられる。この費用につ
いては、「経済性について」において政策変更コスト（代替火力関連分）とし
て試算した。
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○青森県、六ヶ所村と日本原燃株式会社との覚書

（H10/7/29）

「再処理事業の確実な実施が著しく困難となった場合には、青森県、六ヶ
所村及び日本原燃株式会社が協議のうえ、日本原燃株式会社は使用済
燃料の施設外への搬出を含め、速やかに必要かつ適切な措置を講ずるも
のとする。」

１－（１）再処理事業困難時の使用済燃料の扱い【再掲】
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発電所内プール

管理容量超過年度注３

合 計

東海第二

敦賀日本原子力発電

川内

玄海九州電力

伊方四国電力

島根中国電力

大飯

高浜

美浜関西電力

志賀北陸電力

浜岡中部電力

柏崎刈羽

福島第二

福島第一東京電力

女川東北電力

泊北海道電力

発電所名電力会社

注１）現在、工事中で今後に増設される貯蔵容量は、福島第一約８０ｔＵ、柏崎刈羽約２９０ｔＵ、志賀約６０ｔＵ、東海第二約１００ｔＵを考慮（表中の残存容
量には未反映） 。
注２）２００４年度の六ヶ所再処理施設への搬出実績は、６月に福島第二から約４６ｔＵ、美浜から約４４ｔＵ、高浜から約１９ｔＵ、女川から約１５ｔＵ、

川内から約１３ｔＵ、７月に福島第二から約２６ｔＵ、９月に福島第二から約４３ｔU（表中の残存容量、既搬出量には未反映）。
注３）発電所からの使用済燃料の六ヶ所への搬出が不可となり、更に六ヶ所へ搬送済の使用済燃料が各発電所に返還された場合。
注４）四捨五入の関係で合計値は、各項目を加算した数値と一致しない部分がある。

１－（２）：各原子力発電所の使用済燃料貯蔵
の残存容量及び管理容量超過年度（２００４年３月末現在）
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１－（３）：路線変更に伴いＳＦ搬出が不可となった場合の
発電所停止期間

電力会社
発電出力
（ＭＷ）

六ヶ所へのSF搬
出が不可となり、
更に六ヶ所搬送
済SFが返還され
た場合のSF貯
蔵量超過年度

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

計 (52基) 45,742 　　　　　※　：　敦賀１号機（357MW）は、2010年に停止予定

北海道電力 泊 (2基) 2008

発電所

女川 (3基) 2,174 2014

1,158

福島第一 (6基) 4,696 2011

福島第二 (4基) 4,400 2004

2009

中部電力 浜岡 (4基) 3,617 2006

東京電力

柏崎刈羽 (7基) 8,212

北陸電力 志賀 (1基) 540 2016

美浜 (3基) 1,666 2010

高浜 (4基) 3,392 2004

2013

中国電力 島根 (2基) 1,280 2012

関西電力

大飯 (4基) 4,710

四国電力 伊方 (3基) 2,022 2013

玄海
九州電力

川内

(4基)

(2基)

3,478 2009

1,780 2009

東北電力

2013
日本原電

東海第二 (1基) 1,100

敦賀※ (2基) 1,517 2014
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２：海外からの返還廃棄物の受入が滞って行き場を失う可能性

○○高レベル放射性廃棄物（ガラス固化体）高レベル放射性廃棄物（ガラス固化体）

＜日本原燃㈱ 高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター（六ヶ所村）＞

○返還済ガラス固化体 ８９２本８９２本

○今後返還される予定のガラス固化体 約１，３００本約１，３００本

○○ＴＲＵ廃棄物ＴＲＵ廃棄物

○今後返還される予定のＴＲＵ廃棄物 約１２千ｍ約１２千ｍ３３

○現在海外から返還される高レベル放射性廃棄物（ガラス固化体）は六ヶ所サ
イトに搬入し一時的に貯蔵している。

○政策変更により地元との信頼関係が崩れれば、廃棄物の受入れが拒絶され、
廃棄物の行き場を失う可能性があるのではないか。
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３：発電所廃棄物の搬出先を失う可能性

○既に搬入した発電所廃棄物 約３２，９００ｍ約３２，９００ｍ３３ （ドラム缶約１６５，０００本相当）（ドラム缶約１６５，０００本相当）

○今後発生する発電所廃棄物（年間）

約３，６００ｍ約３，６００ｍ３３／年（ドラム缶約１８，０００本／年相当）／年（ドラム缶約１８，０００本／年相当）

○現在、原子力発電所の運転および定期検査等に伴って発生する低レベル放射
性廃棄物は、六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センターにて、埋設処分されてい
る。

○政策変更により地元との信頼関係が崩れれば、廃棄物の受入れが拒絶され、
廃棄物の行き場を失う可能性があるのではないか。

注１）：注１）：20042004年年33月現在月現在

注２）：注２）：H11H11～～1414年の平均発生量を平均的な減容率２で除した値年の平均発生量を平均的な減容率２で除した値

（注２）（注２）

（注１）（注１）
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４：プロジェクト中止に伴い発生する回収不能費用

○六ヶ所再処理工場の建設への既投資額の回収

○六ヶ所再処理工場の廃止措置費用

これらの費用については、「経済性について」において政策変更コスト（六ヶ所再
処理関連分）として試算した。
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５：直接処分に関する研究開発の必要性

各シナリオを構成する技術の成立性は高く、大きな差は

ないと考えられる。

ただし、我が国ではこれまでのところ使用済燃料の直接

処分技術について未検討である。技術検討小委員会の

検討では、高レベル放射性廃棄物ガラス固化体処分に

関する地下環境での研究開発等その成果の多くが適用

可能であるとされているが、今後解明すべき重要な課題

の存在も指摘されており、実用化やそのための安全規

制や基準の整備にはさらに研究開発が必要である。

【資料第５号 「技術的成立性」より引用】
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「政策変更に伴う課題」のまとめ

現行政策で
あることから、
政策変更に
伴う課題は
ない。

シナリオ①

左記シナリオ③と同
じ項目に加え、以下
の項目がある。

（ｆ）高レベル廃棄物
の処分体を決めな
いことにより、処分
場の立地活動が進
まない。

（ｇ）政策決定しない
ことにより、技術開
発の方向性が不透
明になる。

（h）政策決定しない
ことにより、再処理
に対する国際的合
意を失う可能性。

（ａ）これまで国の政策に協力してきた
立地地域との信頼関係を損なう可能
性。

（b）早急に使用済燃料の直接処分に
関する研究開発を開始することが必
要。

（c）海外からの返還廃棄物の受入が
滞って行き場を失う可能性。

（ｄ）原子力発電所から六ヶ所再処理
施設への使用済燃料の搬出ができな
くなり、いくつかの原子力発電所が停
止する可能性。

（ｅ）これまでの民間事業者の核燃料
サイクルへの投資等の経済的損失へ
の対応が必要。

（ａ）これまで国の
政策に協力してき
た立地地域との信
頼関係を損なう可
能性。

（b）使用済燃料の
直接処分に関する
研究開発を開始す
ることが必要。政策変更

に伴う課題

シナリオ④シナリオ③シナリオ②
評価の
視点

※考慮すべき事項
○政策変更した場合の地元の反応については不確定要素はあるが、これまでの経緯に鑑みれば相当な反発が予想されるが、この影響
をコストとして算定することは困難である。
○政策変更について理解を得て、新しい事業を進めるのには、相当の公的措置と時間を要する可能性がある。


